
株式会社ＩＬＣ 

重度訪問介護従事者養成研修 [基礎課程及び追加課程] 実施要項 

1. 研修開講の目的 

基礎課程においては重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者等に対する入浴、 排せ

つ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する基

礎的な知識及び技術を習得することを目的とし、追加課程においては基礎課程で習得した知識及び技

術を深めるとともに、特に重度の障害者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術を習得するこ

とを目的とする。 

2. 受講の要件 

介護や障害福祉に興味がある者、または携わる者。 

3. 研修日程及び研修カリキュラム 

 

 日程及び時間 科 目 時間数 

         

基 

礎 

課 

程 

及 

び 
追 
加 

課 

程 

1日目 

9:30～16：00 

講 
義 

重度の肢体不自由者の地域生活等及び従業者の職業倫理 2.0 

基礎的な介護技術 1.0 

コミュニケーションの技術 2.0 

実習に関してのオリエンテーション① 0.5 

2日目 

9:30～16：00 

講

義 

医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及び支援 4.0 

緊急時の対応及び危険防止 1.0 

実習に関してのオリエンテーション② 0.5 

日程及び時間 科 目 時間数 

実習 

10時間 

講義修了後 

適時 

実
習 

基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーション技術 5.0 

外出時の介護技術 2.0 

重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場実習 3.0 

研修担当講師 宇田辰彦 

※ 欠席・遅刻・早退されると修了することが出来なくなります。ご了承下さい。その際の受講料の返金はございません。 

 

 

 



4. 研修会場 

    広島県広島市中区加古町 2-18    株式会社ＩＬＣ ５階 多目的ホール 

     ※会場までは公共機関でお越し下さい。 駐車場はございません。 

     ※広島文化学園ＨＢＧホール向かい側 

 

5. 募集定員  10名（ 開講最少人数 4名 ） 

6. 受講料金  18,000円（ 税込み、テキスト代込み ） 

7. 受講申込締切日   

開講日の 10日営業日前 

8. 修了証の発行 

重度訪問介護従事者養成研修において、全日程を出席。 

実習においては実習施設による実習修了証明書の提出、実習レポート提出により、担当講師が一定の

理解度に達していると判断した者に対して修了を認める。 

修了を認められたのち、約 4週間後に申込時に指定された住所へ郵送させて頂きます。 

9. 申込方法およびお問い合わせ 

申込用紙記入後、下記の方法でお申し込み下さい。 

 郵送の場合  〒730-0812 広島県広島市中区加古町 2-18 

              株式会社ＩＬＣ 宛て 「 重度訪問介護従事者養成研修 」 申込書在中 

     電話の場合  ０８２－２４５－００5１（ 平日 9：00～17：00 まで ） 

ＦＡＸの場合  ０８２－２４５－００９１ 

メールの場合 class@ilc-hiroshima.com 

     ※申込みがありましたら、追って受講決定通知として、受講料振込方法を送らせていただきます。 

mailto:class@ilc-hiroshima.com

